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令和８年度青森県浄化槽法関係業務専門員募集案内 

 

 

 

 

 

令和８年１月 27日 

青森県八戸環境管理事務所 

１ 募集期間 

令和８年１月 27日（火） ～ 令和８年２月１３日（金） 

 

２ 職務内容及び勤務条件  

（１）職務内容 

⚫ 浄化槽法関係事務に関すること 

⚫ 青森県浄化槽保守点検業者登録条例関係事務に関すること 

⚫ 浄化槽台帳管理システムへの入力等業務に関すること 

⚫ その他八戸環境管理事務所（以下「所長」という。）が必要と認める事項に関すること 

 

（２）勤務条件 

⚫ 職    名  青森県浄化槽法関係業務専門員（パートタイム会計年度任用職員） 

⚫ 採用期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間 

ただし、採用となった青森県浄化槽法関係業務専門員の業務が翌年度以降も継続し、かつ勤務

成績が良好 で本人の希望がある場合は、令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで１年間ずつ

青森県浄化槽法関係業務専門員として任用されます。 

⚫ 給 与 等  月額１４９，９００円 

支給要件に応じて通勤費分費用弁償及び期末手当、勤勉手当が支給されますが、退職手当は支

給されません。 

⚫ 条件付採用 

    １か月の条件付採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用となります。 

⚫ 勤 務 日 

日曜日、土曜日及び休日（祝日及び 12月 29日から 1月 3日までをいう。）を除く日のうち、1週間

につき 29時間を超えない範囲内において所長が定める日 

⚫ 勤務時間等 

1週間につき 29時間を超えない範囲内において所長が定める時間 

（例）午前８時３０分から午後３時３０分まで（週４日勤務） 

   午前８時３０分から午後２時３０分まで（週１日勤務） 

（休憩時間：12時 00分から 13時 00分まで） 

⚫ 休 暇  年次有給休暇（20日／年）ほか 

⚫ 社会保険 

地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の被保険者となります。 

⚫ そ  の  他  

原則として正職員と同じく地方公務員法が適用されます。 

現在、青森県八戸合同庁舎が工事中のため、八戸市在住の方で自家用車を利用して通勤する場

合は各自で駐車場を確保いただく必要があります。八戸市外在住の方については、合同庁舎近くの

駐車場を利用できる場合があります。 

※上記の勤務条件については、条例等の改正に伴い、変更される場合があります。 

青森県浄化槽法関係業務専門員の募集 
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３ 採用予定人員等 

⚫ 採用予定人員 １名 

⚫ 勤 務 場 所 青森県八戸環境管理事務所 

（八戸市大字尻内町字鴨田 7 青森県八戸合同庁舎 2階） 

４ 応募資格等 

（１）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する

罪を犯し、刑に処せられた者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（２）ホームページの閲覧や電子メールの利用、パソコンでの文章作成等の能力を有していること。 

※過去に青森県（知事部局、教育委員会、病院局等）の職員として勤務したことがある方も受験できます。 

 

５ 選考日時及び場所 

選  考 選考試験日等 試 験 会 場 結果通知日（予定） 

第 1次選考 書類選考 ― 令和８年２月１７日（火） 

第 2次選考 令和８年２月２５日（水） 
青森県八戸合同庁舎 

（八戸市大字尻内町字鴨田 7） 
令和８年２月２７日（金） 

 

６ 選考方法及び内容 

選  考 方 法 内       容 

第 1次選考 書類選考 応募書類から本人の意欲・能力の適格性を評価し、合格者を選考します。 

第 2次選考 面接試験 
主として人物について、個別面接により試験を行います。 

（第 1次選考合格者のみ） 

 

７ 応募手続 

提出書類 

当所ホームページに掲載する履歴書 （写真を貼付してください。） 

※ハローワークを通じて応募される方は、ハローワークの紹介状も一緒に提出してください。 

※試験終了後の応募書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承願います。 

 

申込方法 

直接持参する場合 上記の提出書類を下記の申込先に提出してください。 

郵送する場合 封筒の表に「青森県浄化槽法関係業務専門員申込」と朱書し、上記の提

出書類を下記の申込先へ送付してください。 

 

申 込 先 

 

青森県八戸環境管理事務所「青森県浄化槽法関係業務専門員募集」担当 

 〒０３９－１１０１  八戸市大字尻内町字鴨田 7  青森県八戸合同庁舎 2階  

電話０１７８－２７－５１１１（内線４３２） 

受付期間 

令和８年１月 日（）から令和８年 2月１３日（金）まで  【必着】 

受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

ただし、土曜日、日曜日、祝日は受け付けません。また、切手の料金が不足している場合も

受け付けませんので、投函にあたっては注意してください。 

※応募状況により、早めに受付を締め切る場合があります。 
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８ 選考結果 

（１）  第１次選考 

選考結果は、応募者全員に対して書面により通知します。 

第１次選考合格者に対しては、第2次選考の面接試験の時間等を連絡します。 

（２）  第２次選考 

選考結果は、面接試験受験者全員に対して書面により通知します。 

 

９ 注意事項 

⚫ 応募書類の記載事項に虚偽の申告があると、合格が取り消される場合があります。 

⚫ 第２次選考合格者に対しては、採用に当たっての健康診断書の提出について通知します。 

※健康診断の結果、勤務に支障を生じると認められる場合は採用されないこともあります。 

 

10 問い合わせ先 

青森県八戸環境管理事務所「青森県浄化槽法関係業務専門員」募集担当  

電話 ０１７８－２７－５１１１（内線４３２） 


